
077-582-1148市民協働課
市民生活係

自治会ハンドブック自治会ハンドブック
L e t ' s  b u i l d  o u r  c o m m u n i t y !

- 令 和 8 年 度 発 行  最 新 版 -

自治会運営に役立つ情報をお届け！

自 治 会 っ て ど ん な 組 織 ？

自 治 会 長 の 役 割 っ て ？

ど ん な 補 助 制 度 が あ る ？



 

 

 

 

～はじめに～ 

 

日頃より、自治会関係者の皆さまをはじめとして市民の皆さまには安全・安心に暮ら

すまちづくりにご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

守山市では、コミュニティ活動の中核として 71 の自治会が組織され、様々な活動を

展開し、地域において大きな役割を果たされています。 

 しかしながら昨今、都市化、核家族化や価値観の多様化が進み、地域における市

民の協働意識や連帯感が薄れつつあり、また担い手不足が深刻化するなか、これまで

築いてこられた歴史・伝統文化の継承、防犯・防災対策等の課題も顕著になってきて

います。 

 そのような状況の下、今こそ一人ひとりが地域のつながりを大切にしながら、地域ぐる

みのまちづくりで地域の課題を解決できる力を高め、「自分たちのまちは、自分たちで守

ろう、自分たちが創ろう」という自治精神をもつことが重要であり、ぜひ地域を皆さまの力

で盛り上げていただきたいと思います。 

 このハンドブックは、地域における自主的・自発的な活動を奨励し、自治会運営や活

動の一助となるよう作成いたしました。地域の皆さまに自治会活動をご理解いただき、

一人でも多くの方がまちづくりに関わっていただくためにご活用いただければ幸いです。 
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１ 自治会とは 

(1) 自治会について 
自治会とは、一定の区域内に住む人々が、お互いに協力し合い、より良い環境・充実した地域生

活を送るために、自主的に運営されている住民組織です。 

地域の安全や生活環境の向上など地域課題の解決に向け、防犯、防災、環境美化などに取り組

むとともに、自治会回覧などによる身近な情報提供や祭り、スポーツ大会といったレクリエーション活動、

サロン活動などを通して、住民同士の親睦活動を行っています。 

 

(2) 自治会の組織について 

 自治会として活動を行うには、その活動を実行するための組織が必要になります。下記イメージ図は

あくまでも一例であり、自治会の活動内容や地域の特性等に応じて、個々の自治会にふさわしい組

織体制を構築することが望ましいです。役員選出においては、高齢者世帯など住民の生活状況に応

じ十分な配慮を行うなど、各自治会の実情に応じた民主的な方法で選出しましょう。 

また、市では自治会の役員選出において、積極的な女性の登用をお願いしております。 
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〈三役〉 

自治会長 自治会をまとめる最高責任者です。対外的に、自治会の意思を伝える代表者です。  

副自治会長 
自治会長を補佐し、会長の不在時には職務を代行します。負担を分散させるた

め、複数の副自治会長を配置する場合があります。 

会計 自治会費などの現金管理や会計書類の作成等を行う出納責任者です。 

監事 
会計事務や財政支出が適切に行われているか確認し、総会で報告する役割を担

います。 

班長（組長） 

自治会員をさらに近隣世帯同士で分けた班(組)の代表となり、会員の意思を役

員会で伝え、決定された内容を会員に伝える役割とともに、自治会の意思の決定

に参加する代議員的な役割があります。 

 

(3) 自治会規則・会則について 

  自治会会員が自主的に活動し、組織を民主的に運営するためには、共通のルール（規則・会則）

が必要です。各自治会の実情に応じた規則・会則をつくりましょう。 

 

〈規則・会則の主な項目〉 

総 則 

〈目的・名称・区域〉 

・自治会を設立した目的など 

・自治会名や事務所の所在地 

・自治会の区域など 

会 員 

〈会員構成・会費〉 

・会員の範囲など 

・自治会費、賛助会費についてなど 

役 員 

〈種類・任期・役割〉 

・一般的には、会長、副会長、会計、監査など 

・役員の任期や選出方法 

・それぞれの役職の仕事内容など 

会 議 

〈種類・議決事項〉 

・総会や役員会について 

・議決方法、議決をとるべき事項など 

組 織 
・防災担当、広報担当など専門部会の役割について 

・班（組）の構成についてなど 

会 計 ・会計年度、監査役の設置についてなど 

その他 ・規則の変更に関することや雑則など 
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(4) 自治会の運営について 

〈おもな会議〉 

 自治会が民主的な組織として運営されるために、会員の合意形成の場としての総会や、総会の議決

に従い会を運営していくための役員会などがあります。 

・総会   会員の総意で自治会の方針を決定する最高議決機関です。多くの場合は、年１回、4 月 

から 5 月に開催されます。総会では、当該年度の事業報告と決算、新年度の事業計画と

予算、役員選出などの重要事項について報告や提案を行い、審議と議決を行います。緊

急に解決すべき問題が発生した時などは、必要に応じて臨時総会が開催されます。 

 

・役員会  総会で決まった内容に従って、事業計画を実際に推進するための会議です。 

役員会のほか班長（組長）会や専門部会などの会議を行っている自治会もあります。 

 

〈一連のながれ〉 

 地域に必要な活動を確実に行うためには、しっかりと計画を立て、適正に事業費を配分・執行すること

が重要です。 

・事業計画  自治会が「どんな活動を」「何を目的に」「いつ」「どこで」「どうやって」行うかを具体的に示 

すものです。自治会活動の１年間の方針であり、総会で提案・議決します。計画的に 

活動を行うためだけでなく、活動の目的や内容を住民が理解・共有し、みんなで取り組 

んでいくためにも大変重要です。また、学区行事や学校行事など他の行事等との調整 

を行う必要があります。 

 

・予算     予算は自治会の収入と支出の計画です。１年間の収入と、各事業に必要な費用を 

積算・編成し、総会で提案・議決します。住民から集めた大切なお金（自治会費） 

の使い道を示すものなので、住民の納得が得られるよう、正確でわかりやすく作成しましょう。 

 

 ・事業報告  当該年度に行われた自治会事業について実績をまとめ報告します。 

 

・決算     決算は１年間の収入と支出を明らかにするものです。年度が終わったら直ちに出納簿 

などの帳簿を整理・集計し、最終的な収入と支出を算出し、決算書を作成します。決 

算書ができたら領収書などの証拠書類や預金通帳などを添えて、監事による監査を受 

けた後、総会に報告し承認を得なければなりません。 

 

・会計監査  監事は収支について適切に処理されているかどうか、関係帳票を照合しながら、決算書 

の内容について確認し、その結果を総会に報告します。 
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(5) 自治会活動について 

 自治会では各地域の特色を活かしながら、防災・防犯から福祉、環境美化、文化、レクリエーション活

動に至るまで、会員の暮らしの向上に向けた様々な分野にわたり活動が行われています。 

 

〈交通安全、防災防犯活動〉 

防災防犯パトロール、防犯灯の設置や維持管理、防災訓練、交通安全対策、子どもの見守り活動 など 

 

〈住民の交流事業〉 

 祭り、運動会、敬老会、歩こう会、グランドゴルフ、ゲートボール大会 など 

 

〈福祉〉 

 子育てサロン、高齢者等の見守り・居場所づくり・日常生活支援、ボランティア活動 など 

 

〈青少年健全育成〉 

 地域の学校との連携、PTA や子ども会との協力 など 

 

〈地域の伝承文化の継承活動〉 

 市内史跡の維持管理、 祭礼や伝統行事の継承、町民誌の作成、勉強会の実施 など 

 

〈環境美化活動〉 

 道路や公園・河川の清掃、ごみ集積所の管理、資源物の回収、緑化活動 など 

 

〈行政などとの連携〉 

 文書配布、行政および外郭団体情報の伝達・調整、地域内の調整及び行政への要望、赤い羽根

などの募金活動 など 

 

〈広報活動〉 

 自治会回覧、各種情報の周知 など 

 

〈各種団体などへの支援、協力〉 

 地域内の子ども会・老人会などの各種団体の支援・協力 など 
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(6) 学区とのかかわりについて 
 守山市では今日までのまちづくりの長い歴史において、学区を中心としたまちづくりが行われてきまし

た。昭和 30 年の昭和の大合併において、旧守山町、小津村、玉津村、河西村、速野村、中洲村が

合併し、現在の守山市が形成されて以後、旧町村を小学校区単位で学区としたなかで、それぞれのま

ちづくりの歴史を大切にしながら、守山市としてまち全体の均衡ある発展に努めています。 

 

 市では学区のまちづくりをしっかりと支援し、連携を図るため、各学区のまちづくり活動の拠点として地

区会館を設置しています。各学区では学区自治会長会、学区まちづくり推進会議（協議会）、学区 

社会福祉協議会などを組織し、自治会同士の連携の下、地域の強い絆で結ばれた安全安心で住み

よいまちづくりに向け、各種事業への取組や、それぞれの地域の特色を活かした活動を学区単位で進め

ていただいております。 

 

 

 

 

 

支援 

助言 

要望 
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(7) 自治会加入について 

 守山市に転入または守山市内に転居されましたら、自治会長へご連絡いただき、自治会に加入いた

だくよう市民課にて案内しております。自治会では、かねてより人と人との絆、地域の絆の強さを活かした

まちづくりを展開していただいており、守山市では、市民の皆様に自治会への加入をおすすめしています。

今後は次代を担う若い世代をはじめとする幅広い参加・活動が一層重要となってきます。 

 

自治会に加入すると… 

・夏祭りやスポーツイベントなどさまざまな地域行事に気軽に参加できます。 

・自治会が発刊する広報誌や、ホームページ・SNS などにより、子育てや地域のサロン、ゴミ出しや清

掃活動、防災・防犯情報、行政からの連絡事項など、さまざまな情報を受け取ることができます。 

・自治会が行う防災訓練などに参加することで、いざというときの助け合いにつながります。また自治会

で備蓄品の確保も行っており、不測の事態に備えることができます。 

・防犯パトロールや防犯教室、地域全体で子どもを守る「登下校の見守り活動」などを行っています。 

また、防犯灯の設置により、夜間でも安心して歩けるまちづくりを行っています。 
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(8) 自治会における個人情報の取り扱いについて 

 自治会が活動していくためには、住民の情報を集めたり、名簿を作成することは重要な作業です。し

かし、これらは「個人情報」なので取り扱いを誤ると住民の権利や利益を侵害することになりかねません。

住民の大切な個人情報を預かっていることを十分に理解し、信頼に応える取り扱いを心がけることが大

切です。 

市においては、年度当初に学区ごとの全住民の名簿を作成し、毎月更新する前月の異動者の名簿

とともに、各地区会館に備え付けております。この名簿は、行政事務嘱託員である自治会長のみ閲覧

が可能であり、事業実施の際に活用いただけます。 

また、敬老会や子育てサロン等の開催にあたり、対象となる住民を正確に把握する必要がある場合

は、毎月 25 日までに地区会館へ申請することもできます。申請が認められた場合のみ、市が対象者を

抽出した名簿を別途作成し、翌月 15 日以降に提供することとなります。 

提供された名簿は、鍵のかかるところで保管するなど、個人情報が漏えいしないよう適切に管理する

必要があり、提供期間（毎月末まで）終了後は速やかに市へ返却しなければなりません。 

 

〈自治会名簿作成時のポイント〉 

① ルールを明確に 

自治会名簿の利用目的や記載する内容、管理方法などあらかじめ取り扱いルールを定めておき

ましょう。 

 

② 利用目的を明確に 

「自治会名簿に記載されている自治会員に敬老祝賀品を配布するため」など、利用目的を明ら

かにしましょう。 

 

③ 本人の同意 

自治会名簿に載せる前に必ず本人の同意を得ましょう。あらかじめ本人の同意を得ないで名簿

を第三者に提供してはいけません。 

 

④ 適切な管理 

自治会名簿は紛失や盗難等のないよう自治会において厳重、適切に管理をしましょう。 
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２ 自治会の法人化について 

(1) 認可地縁団体とは 
自治会は法人格が認められておらず、自治会が集会所等の財産を持っている場合、団体名義での

不動産登記が不可能でした。そのため資産があっても、自治会長など個人の名義で登記せざるを得

ず、名義人が死亡や転居により自治会の構成員でなくなった場合、名義変更などの問題が生じることが

ありました。 

このような問題を解決するため、平成３年４月に地方自治法が改正され地方自治法に基づく一定

の要件を備えている自治会については、「認可地縁団体」として法人格を取得できるようになりました。 

なお、認可地縁団体に認可されると、税関係の手続きや納税義務が発生するなど、法人としての義

務も負うこととなります。 

 

(2) 認可の要件 

 自治会が法人格を取得するためには市長の認可が必要です。認可を受けるためには次の要件を全て

満たすことが必要です。 

①住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、地域的な共同活動を行っていること。 

②自治会の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。 

③区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数（過半数以

上）の人が現に構成員となっていること。 

④会則（規約）を定めていること。（目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関す

る事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていること。） 

 

(3) 認可後の事務等 
 認可を受けたときには、次のような事務が発生します。 

① 総会の開催や役員の選出等、規約に定める範囲内で活動に義務を負います。 

② 自治会が収益事業を行った場合は、税金が課せられる場合があります。 

③ 代表者、事務所等に変更があった場合は、届け出が必要です。 

④ 規約の変更には、市長の認可が必要です。 

⑤ 不動産登記を行う場合は、登録手数料が必要になります。 

 

なお、令和８年３月 31 日時点で守山市における認可地縁団体は勝部自治会、焔魔堂自治

会、梅田町自治会の３団体です。 
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３ 自治会への依頼事項・お願いについて 

 

〈参加〉 

学区自治会長会への出席 
基本的に毎月各地区会館で開催されま

すので、出席をお願いします。 

市民協働課 

582-1148 

ごみ集積所立会啓発 

例年６月～７月に実施します。事前に

実施計画書にて集積所の立会希望箇所

を聴取します。立会日当日は市職員とと

もに啓発を行っていただきます。実施後は

実施報告書を提出ください。 

ごみ減量推進課 

584-4692 

守山市湖岸清掃運動・琵琶湖

湖底ごみ除去活動への参加 

例年 11 月に実施します。自治会へ参加

依頼をしますので、参加の可否について回

答をお願いします。 

環境政策課 

584-4691 

心と心をつなぐあいさつ運動 

7 月「青少年の被害・非行防止強調月

間」、11 月「子ども・若者育成支援強調

月間」として、あいさつ運動の協力をお願

いします。実施後は、実施報告をお願い

します。 

社会教育・文化振興課 

582-1142 

学区別人権・同和問題合同研

修会への参加 

例年４月頃に各地区会館から参加依頼

をしますので、自治会長とまちづくり推進

員の参加をお願いします。 
人権政策課 

582-1116 
守山市人権・同和教育 

研究大会への参加 

例年６月中旬に参加依頼しますので、７

月中旬までに地区会館または人権政策

課へ参加報告してください。研究大会は

例年８月上旬に開催します。 

自主防災教室への参加 

例年６月下旬と 11 月下旬に実施しま

す。自治会の自主防災組織等へ参加依

頼をしますので、ご協力をお願いします。 

危機管理課 

582-1119 
地震災害総合訓練への参加 

学区ごとに輪番制で協力依頼をしますの

で、ご協力をお願いします。 

消防出初式への参加 

例年１月中旬に実施します。自治会の

自主防災組織等へ参加依頼をしますの

で、ご協力をお願いします。 
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年末夜警 

例年 12 月下旬に実施します。日程は学

区地区会館より報告しますので、ご承知

願います。 

危機管理課 

582-1119 

 

〈実施〉 

小公園遊具等点検 

小公園のある自治会へ、管理報償金振

込案内と併せて点検を依頼しますので、

期日までにご報告ください。 

土木管理課 

582-1134 

河川愛護作業 
年度当初に依頼をしますので、６月下旬

から７月中旬に実施をお願いします。 

道路河川課 

582-1157 

ごみのない美しい街づくり運動 
10月上旬に依頼をしますので例年11月

から 12 月に実施をお願いします。 

ごみ減量推進課 

584-4692 

自治会人権・同和問題学習会 

の開催 

例年５月下旬開催予定の学区別人権・

同和問題合同研修会にて人権政策課か

ら学習会開催までの流れ等について説明

します。 

学習会は原則年２回以上実施していた

だき、うち１回は同和問題についての内

容を含んでください。実施計画書の提出

後、開催の準備（講師の依頼、DVD の

予約、機材の準備、自治会内での参加

案内など）、学習会の実施、アンケートの

実施、実績報告書の提出をお願いしま

す。 

人権政策課 

582-1116 
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〈管理〉 

自治会掲示板の管理 

例年 10 月に翌年の予算要望を伺います

ので、その際に必要な修繕内容を報告く

ださい。新設は原則行っておりません。 

市民協働課 

582-1148 

防犯灯・防犯カメラの設置およ

び維持管理 

設置に関して補助を行っています。 

※防犯灯については、第１種防犯灯

（居住地域内防犯灯）が対象です。 

危機管理課 

582-1119 

地域安全連絡所の設置 

連絡所に地域安全連絡所責任者 1 名と

地域安全指導員を 1 名選任してくださ

い。（自治会長が地域安全連絡所責任

者と地域安全指導員を兼ねることができ

ます。） 

危機管理課 

582-1119 

ごみ集積所の設置 

および維持管理 

常に清潔を保つようごみ集積所の利用者

が共同で日々の管理をお願いします。 

ごみ減量推進課 

584-4692 

子ども SOS ホームの 

設置場所の把握 

例年４月下旬に自治会域ごとの SOS ホ

ームの指定先一覧表を送付しますので、

設置場所の把握をお願いします。 

社会教育・文化振興課 

582-1142 

 

〈全戸配布〉 

ごみ・資源物収集カレンダーの

全戸配布 

 

事前に必要部数を確認し、例年２月下

旬に自治会へカレンダーをお届けしますの

で、各世帯への配布をお願いします。 

ごみ減量推進課 

584-4692 

もりやま健康だよりの 

全戸配布 

事前に必要部数を確認し、例年２月下

旬に自治会へ「もりやま健康だより」をお届

けしますので、各世帯への配布をお願いし

ます。 

すこやか生活課 

581-0201 
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〈提出〉 

自治会役員等報告書の提出 

次年度の自治会役員等の報告書の提

出を依頼しますので、３月中旬までに地

区会館へ提出ください。 

市民協働課 

582-1148 
住民要望等の取り次ぎ 

行政に対する住民からの意見や要望があ

れば、「自治会要望」として地区会館経

由で市に提出ください。 

市補助事業等に係る予算要望

額等の調査 

10 月頃に、次年度の予算要望を伺いま

すので、地区会館経由で市に提出してく

ださい。 

自主防災組織事業計画書等 

の提出 

自主防災組織事業計画書等について提

出を依頼しますので、地区会館へ提出く

ださい。 

危機管理課 

582-1119 

 

 

その他、自治会長には 

・開発行為や周辺工事に伴う協議 

・学校行事や二十歳のつどいなど各種行事への出席 

・社会福祉協議会との連携 

など、多岐にわたり地域のためにご活動いただいております。 
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４ 自治会への支援・補助事業について 
 

〈市民協働課〉 ℡：582-1148 ✉：shiminkyoudou@city.moriyama.lg.jp 

 

(1) 自治会交付金 

事業の概要 
市内の自治会組織および学区との連携のもと、行政事務の円滑な推進および連

絡調整を図るため、自治会に対し交付します。 

補助対象 自治会 

補助率等 

① 市からの配布物等の配布事業  10 円×年間の配布回数×世帯数 

② 市、学区の自治会長会、学区のまちづくり推進にかかる協議会および学区社 

会福祉協議会との連絡調整事業                         

世帯数割：700 円×世帯数 均等割：80,000 円 

加算：100 世帯以下 100,000 円 

101 世帯以上 200 世帯以下 50,000 円 

201 世帯以上 400 世帯以下 20,000 円 

400 世帯以上 0 円 

受付期間 年度内（市から通知します。） 

その他 算定に用いる世帯数は、当該年度の４月１日現在を基準とします。 

 

(2) 自治会まちづくり活動交付金 

事業の概要 
住民自治の本旨に基づき、地域の連帯意識の高揚および住民福祉の向上を図

るため、自治会の行う各種のまちづくり活動に対し、予算の範囲内で補助します。 

補助対象 
学区の自治会長会、学区のまちづくりにかかる協議会および学区社会福祉協議

会における諸活動に参画する自治会 

補助率等 

均等割：50,000 円 

世帯数割：700 円×世帯数 

自主防災組織運営割：均等割 30,000 円 

世帯数割 100 円×世帯数 

消防ポンプ割 10,000 円×消防ポンプ数 

高齢者数割（70 歳以上） 1,100 円×人数 

受付期間 年度内（市から通知します。） 

その他 算定に用いる世帯数は、当該年度の４月１日現在を基準とします。 
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(3) 「わ」で輝く自治会応援報償事業 

事業の概要 

各自治会において、地域の課題解決につながる地域ぐるみのまちづくりの取組を展開

していただくとともに、地域の自発的で主体的な活動を奨励し、よりよいまちづくりを推

進する機運を高めることを目的に、自治会の様々な取組に対し、報償金を交付しま

す。 

報償対象 

〈魅力発見〉 

夏祭りや文化祭など、自治会が創意工夫して主体的に実施する独自事業かつ、

自治会員が参加する事業 

〈施策連動〉 

「子どもの登下校の見守り」や「継続的な体操教室」など、守山市の施策と連動し

ながら自治会内で実施していただく事業 

〈啓発〉 

回覧やポスター掲示などにより、自治会内での防災防犯・健康・環境などについて

住民の理解と関心を高め、広く周知を促す事業 

〈学習会〉 

講師派遣により学習会を実施し、地域課題等について自治会員が正しい知識を

身につけ、理解を深める事業 

報償金額 
取組内容・取組数により異なります。 

※市民協働課からお渡しする「わ」で輝く自治会応援報償事業メニュー表参照 

受付期間 ７月末までに事業計画書を地区会館へ提出 

その他 
注意事項やその他詳細については５月の学区自治会長会にてお渡しする手引きを

参照してください。 

(4) 自治会集会所建設等補助金 

事業の概要 

地域のコミュニティ活動を促進するため、市内の自治会が所有、管理を行う集会所の

新築、増改築、バリアフリー化、耐震補強、用地確保などについて経費の一部を予

算の範囲内で補助します。 

補助対象 自治会が所有、管理を行う集会所 

補助金額 補助金交付要綱別表に基づき算出 

受付期間 毎年 10 月末まで 

その他 
算定に用いる世帯数は、事業を実施する当該年度の４月１日現在を基準とします。  

例年 10 月頃に翌年度の予算要望を伺いますので、その際にご報告願います。 
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(5) 共同墓地整備事業費補助金 

事業の概要 

市民が使用する共同墓地の適正な管理を図り、もって地域環境の改善および公

衆衛生の向上に寄与するため、共同墓地を管理する自治会等が行う共同墓地の

整備拡張事業に対して、予算の範囲内で補助します。 

補助対象 

① 共同墓地の整地、通路・排水路整備、擁壁・垣整備、各種施設・駐 

車場整備等に係る測量設計、造成、共用施設整備その他工事に要す 

る経費（ただし、用地の買収および個々の墓所の解体、撤去、移転 

に要する経費は除きます。） 

② 道路等に面するコンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立 

塀、組積造の塀等のブロック塀の撤去または改修 

補助率等 1/3 以内（限度額 500 万円） 

受付期間 原則９月末日までに申請書を提出 

その他 例年 10 月頃に翌年度の予算要望を伺いますので、その際にご報告願います。 

 

(6) 近隣景観形成協定推進に関する補助金 

事業の概要 

美しく住みよいまちづくりの推進に資することを目的とし、知事の認定を受けた近隣

景観形成協定を締結したものに対し、協定の締結および運営に要した費用につい

て予算の範囲内で補助します。 

補助対象 

協定の締結や運営に係る事業費 ※１協定につき１回限り 

① 学習会、講演会、展示会、運営会議等の開催 

② 刊行物、資料等の発行 

③ 意識調査、先進地調査の実施 

④ その他市長が適当と認めた事業 

（※県条例に基づく近隣景観形成協定の締結が前提となります。） 

補助率等 限度額 10 万円 

受付期間 随時 

その他 例年 10 月頃に翌年度の予算要望を伺いますので、その際にご報告願います。 
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(7) 近隣景観形成協定地区修景対策費補助金 

事業の概要 

美しく住みよいまちづくりの推進に資することを目的とし、近隣景観形成協定、緑地

協定または建築協定の区域内において行う良好な景観形成に関する事業に要す

る経費に対し、予算の範囲内で補助します。 

補助対象 

① 道路、公園、河川等、公共的な空間から望見できる建築物や工作物、設 

備、敷地内における修景整備 

② 地区のシンボルとなるポケットパーク、地区の案内看板、由緒書き等の整備 

③ その他市長が適当と認めた事業 

（※県条例に基づく近隣景観形成協定の締結が前提となります。） 

補助率等 1/2 以内（限度額 12 千円×協定者数） 

受付期間 随時 

その他 
一協定締結地区に対し、通算５会計年度限りとします。例年 10 月頃に翌年度

の予算要望を伺いますので、その際にご報告願います。 

 

(8) コミュニティ活動推進事業費補助金 

事業の概要 

コミュニティ活動の促進を図るため、一般財団法人自治総合センターが実施するコ

ミュニティ助成事業を活用し、コミュニティ活動を行う団体等の活動に要する経費に

対して、予算の範囲内において補助します。 

補助対象 
自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に規定する、自治会等

事業実施主体であって、自治総合センターが助成の対象と決定したもの 

補助率等 自治総合センターの規定に基づきます。 

受付期間 例年 9 月末頃までに翌年度分の申請書を提出 

その他 

・助成対象自治会は、一般財団法人自治総合センターが決定されます。必ずしも

助成されるとは限りません。 

・宝くじの受託事業収入を財源として助成されるため、助成支援事業で整備する

施設や設備等、ソフト事業（イベント等）のポスターやチラシ等に、宝くじの広報

表示が必ず必要です。 

・申請期間が短いため、申請を検討される場合は昨年度版の申請様式および実

施要綱、留意事項を市ホームページに掲載しておりますので、参考にご覧いただ

き、ご準備ください。 
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〈危機管理課〉 ℡：582-1119 ✉：kikikanri@city.moriyama.lg.jp 

 

(9) LED 防犯灯設置補助金 

事業の概要 

犯罪を予防し、市民の身体、生命および財産を犯罪から保護するとともに、犯罪に

よる被害を軽減し、もって市民社会の安寧秩序を保持し、犯罪のない明るい地域

社会づくりに寄与するため、LED 防犯灯の新規設置に要する経費について予算の

範囲内で補助します。 

補助対象 第１種の防犯灯（居住地域内防犯灯） 

補助率等 
新設柱 1/2 限度額 45,000 円 

既設柱 1/2 限度額 25,000 円 

受付期間 原則９月末までに申請書を提出 

その他 例年 10 月頃に翌年度の予算要望を伺いますので、その際にご報告願います。 

 

(10) 防犯カメラ設置事業補助金 

事業の概要 

子どもや女性等の弱者に対する犯罪を抑制するために、道路等の不特定多数の者

が通過する公共の空間を撮影する防犯カメラを新たに設置する自治会に対して、

予算の範囲内で補助します。 

補助対象 防犯カメラ設置事業 

補助率等 
新設柱 2/3 限度額 180,000 円 

既設柱 2/3 限度額 150,000 円 

受付期間 原則９月末までに申請書を提出 

その他 

例年 10 月頃に翌年度の予算要望を伺いますので、その際にご報告願います。 

補助率および補助限度額の引き上げは、令和８年度および令和９年度の２年

間限定の措置となります。 
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(11) 自治会防災施設・設備整備費等補助金 

事業の概要 

地域の防災力を高め、安全・安心のまちづくりを推進するため、自治会が災害に対

する自衛のために設置する防災施設および設備の整備をする場合や自主防災組

織を結成する場合もしくは自治会または学区が防災総合訓練を実施する場合、

その経費の一部または全部を予算の範囲内で補助します。 

補助対象 

① 防災施設等整備事業 

ア：防火水槽または防火用水池の修理 イ：小型動力消防ポンプ 

ウ：小型動力消防ポンプの修理 エ：可搬式動力ポンプ 

オ：消火栓用器具 カ：ホース干場 キ：ホース干場の修理 

ク：非常用放送設備 ケ：資機材庫 コ：防災備品  

サ：エンジンカッターの修理 

② 自主防災組織結成事業 

③ 防災総合訓練事業 

補助率等 補助金交付要綱別表に基づき算出 

受付期間 原則９月末までに申請書を提出 

その他 

例年 10 月頃に翌年度の予算要望を伺いますので、その際にご報告願います。 

コ：防災備品について 

自助・共助・公助が一体になり、災害時に必要な物資を確保できる体制を構

築するため、令和８年度から「守山市備蓄計画」に基づく備蓄体制の運用を開始

します。本計画では、国のプッシュ型支援にかかる基本８品目に加え、飲料水や

感染症対策物資等を含む計 13 品目を重要品目として位置付け、公的備蓄を

推進します。 

あわせて、地域における共助備蓄を支援するため、「防災施設等整備事業」内

「コ 防災備品」の補助制度を次のとおり拡充し、自治会等の備蓄体制の強化を

図ります。 

・備蓄食料および飲料水などの補助率を３分の１から２分の１へ引き上げま

す。 

・毛布、携帯トイレおよび感染症対策物資などを補助対象に追加します。 
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〈ごみ減量推進課〉 ℡：584-4692 ✉：gomigenryo@city.moriyama.lg.jp 

 

(12) ごみ集積所整備事業補助金 

事業の概要 
ごみ集積所の設置または改良を促進するため、自治会がごみ集積所の整備をしよ

うとするとき、その事業に対し予算の範囲内で補助します。 

補助対象 ごみ集積所の新設または修繕（移設費含む） 

補助率等 

1/2（1,000 円未満の端数は切り捨て） 

新設 限度額 150,000 円 

修繕 限度額 50,000 円 

受付期間 補助対象事業を着手する 14 日前までに交付申請書を提出 

その他 例年 10 月頃に翌年度の予算要望を伺いますので、その際にご報告願います。 

 

(13) 資源物回収運動報償金 

事業の概要 
更なるごみの減量化および資源化を図るとともに、地域における資源化促進への

機運を高めることを目的とし、資源物売却益等の一部を自治会に還元します。 

報償対象 ごみ集積所に排出された資源物 

報償金等 毎月各ごみ集積所の実績をもとに按分し、各自治会に７月頃に支払います。 

 

(14) ごみのない美しい街づくり運動 

事業の概要 

市民参加による各自治会のご協力のもと、市内一斉清掃を実施することで、ごみ

のない美しい街づくり運動の意識高揚を図る。さらに不法投棄の防止および地域

の快適な生活環境を確保し、住みよい街づくりを目的とし、自治会が行う一斉清

掃作業に対し、予算の範囲内で報償を支出します。 

補助対象 ごみのない美しい街づくり運動期間中の清掃活動 

補助率等 

助成額は毎年度予算で定める額とします。 

① 均等割額：15,000 円 

② 参加世帯割額：30 円×各自治会から報告を受けた世帯数 

③ 傷害保険：加入した自治会 1 自治会あたり 500 円 

④ 運搬用車両借上料：運搬用車両を使用した場合助成 

（１回の作業につき４台を限度とします。） 

⑤ 重機借上料：土木重機を使用した場合助成 

（40,000 円を限度とします。） 

受付期間 
例年 10 月末までに実施計画書を提出 

交付決定後、12 月中旬までに実績報告書を提出 
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〈土木管理課〉 ℡：582-1134 ✉：dobokukanri@city.moriyama.lg.jp 

 

(15) 小公園の管理報償金 

事業の概要 
住民自治の本旨に基づき、地域の連帯意識の高揚および市所管公園の維持管

理を図るため、自治会による維持管理に対し報償金を支払います。 

報償対象 維持管理（除草、清掃） 

補助率等 

守山市児童遊園整備費等補助金交付要綱第３条別表および守山市親と子の

広場整備費等補助金交付要綱第３条別表に準じ年間管理費を算出（補助

率 50％）。 

面積（㎡） 001-149：6,000 円/年 

150-299：9,000 円/年 

300-499：12,000 円/年 

500-999：15,000 円/年 

1,000-1,499：18,000 円/年 

1,500-1,999：21,000 円/年 

2,000-：24,000 円/年 

便益施設 1 か所あたり 300 円/月 

その他 小公園の点検依頼後１ヶ月を目途にお支払いします。 

 

(16) 児童遊園整備補助金 

事業の概要 

児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、地域

活動を育成助長する拠点として自治会が所有する児童遊園の整備について補助

します。 

補助対象 

① 遊具の設置、更新、修理および撤去 

② 設備の整備、更新および修理 

③ 敷地の造成 

④ 敷地の購入 

⑤ 借入金利子 

⑥ 敷地の借地料 

補助率等 補助金交付要綱第３条別表により算出（補助率：25～50％） 

受付期間 12 月末までに交付申請書を提出（前年度に補助要望のあった自治会が対象） 

その他 10 月頃に翌年度の補助金要望について調査するので、その際にご報告ください。 

  

 



 

- 22 - 

 

(17) 親と子の広場整備補助金 

事業の概要 

コミュニティ対策の一環として、親と子または近隣の者同士がスポーツ、遊び等を通

じて心のふれあいと地域連帯感を深め、健全な心身をつくりあげていくために自治

会が所有する親と子の広場の整備について補助します。 

補助対象 

① 敷地の購入 

② 敷地の造成 

③ 設備の設置、更新および修理 

④ 借入金利子 

⑤ 敷地の借地料 

補助率等 補助金交付要綱第３条別表により算出（補助率：25～50％） 

受付期間 12 月末までに交付申請書を提出（前年度に補助要望のあった自治会が対象） 

その他 10 月頃に翌年度の補助金要望について調査するので、その際にご報告ください。 

 

(18) 児童遊園・親と子の広場管理補助金 

事業の概要 
自治会が所有する児童遊園、親と子の広場の管理運営（除草、清掃等）に係

る費用を補助します。 

補助対象 管理費（除草、清掃等） 

補助率等 

補助金交付要綱第３条別表により算出（補助率：50％） 

面積（㎡） 001-149：6,000 円/年 

150-299：9,000 円/年 

300-499：12,000 円/年 

500-999：15,000 円/年 

1,000-1,499：18,000 円/年 

1,500-1,999：21,000 円/年 

2,000-：24,000 円/年 

２か所以上の児童遊園を所有している自治会にあっては１か所ごとに適用 

受付期間 12 月末までに交付申請書を提出 
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(19) 花の街角づくり事業 

事業の概要 
公共用地や公共広場等を活用した花壇やプランターへの花の植栽によりみどりあふ

れるまちづくりに取り組む自治会へ、幼苗の配布を行います。 

配布対象 幼苗の配布 ※品種は市長が指定 

補助率等 

幼苗の配布 

申請本数は各自治会の世帯数×1.3 を上限とします。その数が 100 に満たな

い場合は 100 本を上限とします。 

受付期間 

幼苗の配布 

・申請時期：10 月頃に翌年度の申請本数についての調査を実施 

・配布時期：１回目：６月、２回目：10～11 月 

・実施報告：事業完了後 14 日以内に事業実施報告書を提出 

その他 植栽予定箇所の所有者の許可を得ること。植栽後は、維持管理を行うこと。 

 

(20) のびのび木陰づくり事業  

事業の概要 
公共用地や公共広場等を活用した樹木の植栽によりみどりあふれるまちづくりに取

り組む自治会へ苗木等を配布します。 

配布対象 苗木等の配布（苗木、支柱）※品種は市長が指定 

受付期間 

・申請時期：11 月頃に申請書を配布 

・配布時期：２月下旬～３月 

・実施報告：事業完了後 14 日以内に事業実施報告書を提出 

その他 植栽予定箇所の所有者の許可を得ること。植栽後は、維持管理を行うこと。 
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〈道路河川課〉 ℡：582-1157 ✉：dorokasen@city.moriyama.lg.jp 

 

(21) 私道舗装整備補助金 

事業の概要 
不特定多数の利用がある生活道路として使われる私道の整備を促進するため、

私道に舗装整備を行う自治会に対して予算の範囲内において補助します。 

補助対象 

① 昭和 56 年以前に建築基準法第 42 条第１項第５号の規定に基づき指定

を受けた道路で、その受益者および権利者の同意が得られる道路 

② 建築基準法第 42 条第２項に規定する道路 

③ その他生活道路に供されている私道 

上記に該当する私道で、沿道に独立して居住の用に供することができる家屋が、

現に２戸以上建築されているものとします。 

補助率等 整備に要する費用の 30％に相当する額 

 

(22) 河川愛護作業助成金 

事業の概要 

地域住民による流域全体の良好な河川環境の保全・再生への取り組みを積極

的に推進し、地域住民の河川愛護意識を醸成するため自治会の行う地域一斉

美化活動に対し予算の範囲内で補助します。時期は６月下旬から７月中旬まで

の間とします。 

補助対象 自治会が行う一級河川、準用河川または普通河川の愛護作業 

補助率等 

助成額は毎年度予算で定める額とします。 

① 均等割額：15,000 円 

② 参加世帯割額：30 円×各自治会から報告を受けた世帯数 

③ 傷害保険：加入した自治会 1 自治会あたり 500 円 

④ 運搬用車両借上料：運搬用車両を使用した場合助成（１回の作業 

につき４台を限度とします。） 

⑤ 重機借上料：土木重機を使用した場合助成（１回の作業につき４ 

万円を限度とします。） 

受付期間 例年５月の指定する日までに実施計画書を提出 
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(23) 美化支援事業 

事業の概要 
道路、河川、公園等の公共施設の美化作業に取り組むために必要な草刈機等

の資機材の貸し出しをします。 

貸し出し対象 自治会等（使用は成年に達し、資機材の使用経験があること） 

補助率等 

貸出機材 貸出料は無料 

① 草刈機および低木剪定用バリカン 

② ナイロンコードカッタ（付替カッタ） 

③ 混合油５リットル携行缶  

④ その他、道路河川課が別途に定める消耗品 

受付期間 

貸出希望日の１か月前から受付 

地区会館もしくは道路河川課において随時貸出（12/29～1/3 の間は貸し出

しを行いません。） 

その他 申請が同時の場合は抽選とします。 
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〈環境政策課〉 ℡：584-4691 ✉：kankyoseisaku@city.moriyama.lg.jp 

 

(24) 水と緑のふるさとづくり事業補助金 

事業の概要 
水と緑があふれるふるさとづくりを推進するために自治会等が行う事業に対し、予

算の範囲内で補助します。 

補助対象 

① 河川への魚の放流（コイは対象外）、水生植物の育成、親水性のある工

作物の新設・改良または修繕 

② 揚水機（農事用除く）の新設、改良、修繕 

③ 揚水機の電気代等 

補助率等 

① 1/2（限度額 25 万円） 

② 新設（１団体１回限り）…10/10（限度額 200 万円） 

改良または修繕（過去に市の補助を受けて設置した揚水機に限り、５万円

以上の修繕費が対象）…1/2（限度額 100 万円） 

③ 10/10 

非農事用（4/1 から翌 3/31 までの稼働）…50 万円（限度額） 

農事用 （10/1 から翌 3/31 までの稼働）…25 万円（限度額） 

受付期間 

①・②事前協議のうえ、12 月末までに交付申請書の提出 

③非農事用…事前協議のうえ、５月中旬（予定）までに交付申請書の提出 

   農事用…事前協議のうえ、９月末までに交付申請書の提出 

その他 例年 10 月頃に翌年度の予算要望を伺いますので、その際にご報告願います。 

 

(25) 電気自動車軽トラック貸し出し 

事業の概要 

環境啓発・保全・美化活動や資源回収活動など環境負荷を低減するためのボラン

ティア活動、自治会のまちづくり活動など、市域内での使用に対して公務に支障のな

い範囲で電気自動車軽トラックの貸し出しをします。 

貸し出し 

対象 
自治会等市内の団体・法人 

使用料 無料 

受付期間 随時（市内一斉清掃時、12/29～1/3 の間は貸し出しを行いません。） 

その他 

申し込みは利用予定日の３か月前の月の初日から前々日まで（閉庁日は除く） 

１回あたりの貸出し期間は原則２日とします。また、運転手は普通免許所持者と

し、免許取得後１年を経過していること。 
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(26) 環境学習普及啓発支援事業 

事業の概要 
自治会で環境学習を実施される際に講師紹介や学習内容の検討などの支援を

します。 

補助対象 
自治会、各種団体等が主催する概ね 10 人以上の学習会 

ただし、営利、政治および宗教活動を目的としないこと 

その他 

環境学習を実施する場合は、「環境学習申込書」をご提出ください。 

学習会の開催に係る経費（講師派遣にかかる謝礼、材料費、保険料、会場借

上料等）は主催者で負担をお願いします。 

 

〈文化財保護課〉 ℡：582-1156 ✉：bunkazai@city.moriyama.lg.jp 

 

(27) 町史等刊行事業費補助金 

事業の概要 
市内の町の歴史または本市の歴史資料および民俗資料の調査研究の成果を

図書として刊行する事業に対し、印刷製本費を予算の範囲内で補助します。 

補助対象 

市内に活動拠点を置き、町史等刊行事業を行う場合の印刷製本費 

〈条件〉 

・編集の段階で学識者や専門家の監修を受けること。 

・刊行した図書は市内施設に配布すること。 

補助率等 1/3（限度額 50 万円） 

受付期間 5/31 までに交付申請書の提出 

その他 例年 10 月頃に翌年度の予算要望を伺いますので、その際にご報告願います。 

 

〈社会教育・文化振興課〉 ℡：582-1142 ✉：shakaikyoiku@city.moriyama.lg.jp  

 

(28) 遊友ホリデークラブ事業活動奨励金 

事業の概要 
子どもたちの「生きる力」を育むとともに地域の教育力の向上に資する活動を奨励

するため活動奨励金を交付します。 

奨励の対象 
自治会館等を活動拠点として、子どもを対象に地域の特性や特色を生かした感

性を揺さぶる体験活動の機会を提供した団体（子ども会は除く） 

奨励金額 １団体 20,000 円（１自治会につき 1 団体のみ申請可） 

受付期間 例年６月上旬までに事業計画書の提出 
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〈健康福祉政策課〉 ℡：582-1123 ✉：fukushiseisaku@city.moriyama.lg.jp 

 

(29) 避難行動要支援者名簿の提供 

事業の概要 

避難行動要支援者名簿（災害時における避難に際し、支援を要する方の名簿）

の掲載対象者のうち、事前に個人情報の開示について同意が得られた方の「同意

者の名簿」を作成し、地域の支援者である、自治会（自主防災組織含む）、民

生委員・児童委員、消防、警察などへ平常時から情報提供することで、日ごろの声

かけや見守り活動、災害発生前からの避難支援の体制づくりに活用いただいていま

す。 

その他 
名簿情報管理責任者および保管場所を自治会長より報告いただきます。追加・廃

止による差し替えについては年２回程度実施しています。 

 

〈長寿政策課〉 ℡：584-5474 ✉：choju@city.moriyama.lg.jp 

 

(30) 行方不明高齢者等 SOS ネットワーク事前登録者の情報共有 

事業の概要 

守山市行方不明高齢者等ＳＯＳネットワークの事前登録をされた方のうち、地

域の支援者である自治会長、民生委員・児童委員、消防、警察などへの情報提

供について同意が得られた場合に、情報を提供し、行方不明発生時等における早

期発見・早期対応および見守り活動の推進に努めます。 

その他 

情報提供時に受領書の提出、情報更新時に提供資料の差し替えをお願いしま

す。自治会長が交代をされた場合は後任の方へ引き継いでいただきます。後任の

方への説明と、受領書の提出依頼のために自治会長会等へ伺います。 
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(31) 自治会支え合い活動応援事業 

事業の概要 
自治会で実施される、高齢者等への日常生活の支援活動について、当該自治会

に報償金を支給し、その活動の立ち上げを推進、運営の支援を行います。 

報償対象 

○支援対象者 

日常生活の支援が必要な高齢者世帯（高齢者以外を含めることも可） 

○対象とする事業 

無償または実費相当分の利用料で実施する日常生活上の支援（概ね１時

間以内程度で終了する単発的および安全な作業）。ただし、サロン、教室形態の

ものは除きます。 

 

（例）主な自治会支え合い活動内容 

ごみ出し 移動支援（運転手の人件費を除く。） 庭木の水やり 

電球・蛍光灯の取替 庭の簡易な草刈り・清掃 簡易な家具の移動 

簡易な修繕・裁縫 季節ごとの家庭用器具入替・衣替え 布団干し 

障子張り スマホ・パソコンの使い方の教示 窓ガラス・網戸の清掃 

※上記以外の支援内容についても、個別にご相談をお受けさせていただきます。 

報償金額 
１自治会当たり月１万円を報償金として支給 

※活動を開始した月から支給対象とし、年度末に実施月数分を支給 

受付期間 

①実施計画書の提出【開始月の前月までに提出】 

※運営体制の整備を行った場合や自治会回覧等の周知啓発活動も自治会支え合い活 

動の実施と見なします。 

②実績報告書の提出【年度末】 

※対象者・支援者、実施状況の分かる簡易な調書、その他活動のわかる書類（案内文 

書、回覧文書、自治会総会文書等）を提出 

③報償金の支給【年度末】 

その他 

実施期間は、令和７年度から令和９年度までの３年間です。 

令和 10 年度（４年目）以降は、活用・利用状況を踏まえて、支援のあり方を 

検討します。 
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〈長寿政策課〉 ℡：584-5474 ✉：choju@city.moriyama.lg.jp 

〈障害福祉課〉 ℡：582-1168 ✉：shogaihukushi@city.moriyama.lg.jp 

 

(32) 高齢者等前日ごみ出し支援事業 

事業の概要 

市に申請すると、前日午後４時からごみが排出できるシールをお渡しします。 

【事業対象者】 

自力でごみ集積所まで家庭ごみを排出するのが困難な、市内の次の世帯の方 

① 要介護、要支援、総合事業対象者認定を受けた人のみの世帯 

② 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた

人のみの世帯 

③ ①と②の人のみの世帯 

【対象となるごみの種類】 

・焼却ごみ、破砕ごみ（市指定ごみ袋に入れてください。） 

・おむつエフ（市販の「無色透明・半透明」の袋に入れて、エフをつけてください。） 

その他 

既に自治会などで前日のごみ出しができる運用をされている場合は、改めてシール

の申請は必要ありません。 

ごみの排出方法については、ごみ減量推進課（電話 077-584-4692）へ問

合せ。 

 
〈農政課〉 ℡：582-1130 ✉：nosei@city.moriyama.lg.jp 

 

(33) 地域家庭菜園設置事業費補助金 

事業の概要 

市内に点在している遊休農地等の解消を図り、農家以外の市民が農作業を通

じて自然に親しみ、農業への理解を深めてもらうため、農業組合等が地域におい

て家庭菜園を設置する初年度の設備投資費用に対し、予算の範囲内で補助し

ます。 

補助対象 

・除草にかかる経費 

・ほ場の整地と耕耘にかかる経費 

・区画ごとの境界、通路等の設置にかかる経費 

・区画ごとの表示にかかる経費 

・給排水設備等の設置にかかる経費 

補助率等 1/2 以内（１㎡あたり 100 円を乗じた額を限度） 

その他 例年 10 月頃に翌年度の予算要望を伺いますので、その際にご報告願います。 
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〈人権政策課〉 ℡：582-1116 ✉：jinkenseisaku@city.moriyama.lg.jp 

 

(34) 自治会人権・同和問題学習会における外部講師の招聘補助金 

事業の概要 
守山市人権教育啓発講師団以外の講師を学習会に呼ばれる際に、守山市まち

づくり人権教育推進協議会より予算の範囲内で補助金を交付します。 

補助対象 自治会人権・同和問題学習会に外部講師を有償で呼ぶ自治会 

補助率等 
1 自治会あたり年２回まで 

学習会 1 回あたり 6,000 円または謝金額のいずれか少ない金額 

受付期間 随時（学習会実施後、なるべく早く請求してください。） 
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５ 行政からの委嘱委員等各種委員の選出について 

 

委員名 選出方法等 活動内容 担当課 

行政事務嘱託員 

（任期 1 年） 
自治会長 

行政事務の円滑な推進を図るた

め、自治会と行政の連絡調整や自

治会内における行政問題等の連絡

調整をお願いします。 

市民協働課 

582-1148 

地域安全連絡所責任者 

地域安全指導員 

（任期２年） 

各自治会に 1人

以上（自治会

長 が 地 域 安 全

連絡所責任者と

地域安全指導

員を兼ねることが

できます。） 

犯罪のない安全で安心して暮らせる

地域社会の実現を図るため、地域の

防犯全般に係るリーダーを担っていた

だきます。指導員には、責任者のサ

ポートを行っていただきます。 

・防犯パトロール実施時のとりまとめ 

・研修会などへの積極的な参加 等 

危機管理課 

582-1119 

守山警察署 

583-0110 

地域環境推進員 

（任期１年） 

各自治会に 1人

以上(概ね 200

世帯に１人) 

地域の環境保全を推進するため、環

境美化・保全の推進や啓発および

実践活動をお願いします。 

ごみ減量推進課 

584-4692 

まちづくり推進員 

（任期１年） 

各 自 治 会 で 選

任(行政委託で

はありません。) 

自治会・学区を中心に明るく住みよ

いまちをつくるための活動や市民の自

主的な意欲を大切にしながら地域で

の学習や各種活動を行っていただき

ます。 

社会教育・文化振興課 

582-1142 

少年補導員 

少年補導委員 

（任期 2 年） 

全自治会で 50

名（学区単位

で選出） 

青少年の非行防止と健全育成を推

進されています。 

・該当巡回や登下校時の声掛け等 

社会教育・文化振興課 

582-1142 

守山野洲少年センター 

583-7474 

守山警察署 

583-1110 

健康推進員 

（任期２年） 

自治会長による

推薦(概ね 200

世帯に 1人)およ

び公募 

乳幼児から高齢者までのすべての年

代の市民の健康保持・増進を図るた

めの活動を行っていただきます。 

※推薦年度は養成講座を受講いた

だき、活動は翌年度からとなります。 

すこやか生活課 

581-0201 
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〈社会福祉法人 守山市社会福祉協議会〉 

 

  

委員名 選出方法等 活動内容 担当課 

民生委員・児童委員 

（１期３年） 

自治会長から

の 推 薦 に よ

り、市の推薦

会を経て厚生

労 働 大 臣 が

委嘱 

地域に根差した福祉活動を展開し、地

域での見守り支援や暮らしの中で困りご

とが生じた方の良き相談相手となり、必

要に応じて行政や関係機関へとつなぐ

パイプ役です。 

健康福祉政策課 

582-1123 

投票立会人 
自治会から選

出 

公職選挙法に基づき、投票事務に立

会い、不正がないか監視していただきま

す。（報酬はお支払いします。） 

・投票日当日午前７時から午後８時まで 

選挙管理委員会 

（総務課内） 

582-1145 

国勢調査員 

（統計調査員） 

自治会長から

の 推 薦 を 受

け、市の推薦

を経て総務大

臣が任命 

５年に１度総務大臣が任命し、非常

勤の公務員として統計調査の対象者に

調査の趣旨や内容について説明を行う

とともに、調査票を回収し、点検、整理

などの仕事に従事していただきます。

（報酬はお支払いします。） 

次回の国勢調査は 2030 年度実施予

定です。市からの依頼の際には推薦の

協力をお願いします。 

公文書館 

 514-1050 

福祉協力員 

（任期 2 年） 

各 自 治 会 に

１人以上 

自治会でのサロンや見守り活動のほか、

学区社会福祉協議会の活動や研修な

どに参加していただきます。 

社会福祉法人 

守山市社会福祉協議会 

583-2923 
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６ 自治会関連団体・事業等 

さんさんまちサポ 

助成金 

住みやすさと活気のある地域社会づくりのため、ボランテ

ィア団体や NPO などの市民公益団体が自主的、自発

的に取り組むまちづくり活動の支援を行っています。応

募団体からまちづくり活動の提案を書類審査および公

開プレゼンテーション審査（チャレンジ応援事業を除

く）し、採択したものに対してその活動に必要となる経

費の一部を助成します。チャレンジ応援事業、まちづくり

応援事業、ひとりだち応援事業の 3 つのメニューがあり、

そのうち自治会が対象となるのは、ひとりだち応援事業

です。また、市民交流センターでは中間支援組織とし

て、市民活動団体が安定した活動を行うための支援を

行っています。 

市民協働課 
（守山市民交流センター内） 

582-1149 

学区まちづくり 

推進会議（協議会） 

青少年の健全育成や人権問題の解決を図ることなど

を目的として、部会を設け、まちづくり事業を進めていま

す。青少年育成部会、人権教育部会、市民活動部

会の３つを基本とし、スポーツ健康部会や広報部会、

福祉活動部会などを設置している学区もあります。 

社会教育・文化振興課 

582-1142 

各地区会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 35 - 

 

〈社会福祉法人 守山市社会福祉協議会〉

学区社会福祉協議会 

守山市では、自治会をはじめ各種団体等で構成され

た学区社会福祉協議会（以下、学区社協）が組織

されています。地域の福祉課題を明らかにし、みんなで

取り組むべき方向や内容を検討するなど、住民による

自主的な活動を基に「誰もが住みよく安心して暮らせる

まちづくり」を目指しています。多くの学区社協では、自

治会長が理事として参画されています。 

社会福祉法人 

守山市社会福祉協議会 

583-2923 

各地区会館 

自治会健康福祉部会 

守山市社協では、住民による福祉活動がより身近な

地域で実施されるよう、自治会へ健康福祉部会の設

置を呼びかけています。見守り支え合い活動、在宅介

護者のつどい、多世代交流、高齢者や子育てのサロン

などの取り組みに助成金を交付し、また、これらの活動

を充実させる健康福祉部会の取り組みについても助成

金を交付しています。多くの自治会で、地域の民生委

員・児童委員や福祉協力員とともに取り組まれていま

す。お気軽にお問い合わせください。 

社会福祉法人 

守山市社会福祉協議会 

583-2923 

 

守山市社会福祉協議会の出前講座のご利用について 
 

守山市社会福祉協議会では、職員による出前講座を実施しております。 

自治会での研修会・勉強会や各種サロン等で、ぜひご活用ください。 

【出前講座の一例】 

講 座 名 実施時間(目安) 

認知症予防と頭の体操について 60 分 

赤い羽根共同募金について 60 分 

地域ぐるみの支え合いについて（助け合い体験ゲーム） 60 分 

避難所運営ゲーム（HUG）について 90 分 

この他にもさまざまな講座をご用意しています。 

ご利用を希望される際は、守山市社会福祉協議会までお問い合わせください。 

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会 
〒524-0013 滋賀県守山市下之郷三丁目 2 番 5 号（すこやかセンター内）TEL：077-583-2923 
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守山市社会福祉協議会での貸出備品類について 
 

守山市社会福祉協議会では、地域福祉活動にお使いいただける備品や車いすのまま乗れる車両の

貸し出しを行っております。 

貸し出しを希望される際は、守山市社会福祉協議会までお問合せください。 

 

■ 備 品 

品 目 
金 額 

（１回１台あたり） 

・焼きそば鉄板コンロ   ・綿菓子機 

・たこ焼き鉄板コンロ   ・ポップコーン機 

・ガス炊飯器       ・かき氷機（電動） 

５００円 

・缶バッジ機        ・プロジェクター 

・スクリーン         ・マイク付きスピーカーアンプ 
３００円 

・もちつきセット(石うす･杵) 

・鍋（大・中・小） 

・蒸し器 

・ガスコンロ 

・ドラムコード 

―レクリエーション遊具― 

・パタパタナンバーストライク 

・ナインターゲット 

・ストライクナイン 

・安全ソフトダーツ 

・カラオケセット 

・カロム ・輪投げ ・つりっこ 

１００円 

 

■ 車いす車両（普通自動車） 

走行 10 ㎞ごとに 100 円  ＊10 ㎞未満は切上げ 

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会  
〒524-0013 滋賀県守山市下之郷三丁目 2 番 5 号（すこやかセンター内） TEL：077-583-2923 

 

 



担当課 項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ページ

市民協働課 10

ごみ減量推進課 10

環境政策課 10

人権政策課 10

危機管理課 10

危機管理課 10

市民協働課 -

市民協働課 -

ごみ減量推進課 -

土木管理課 23

人権政策課 -

総務課 -

社会教育・文化振興課 -

社会教育・文化振興課 -

ごみ減量推進課 12

すこやか生活課 12

市民協働課 自治会交付金 14

市民協働課 自治会まちづくり活動交付金 14

市民協働課 「わ」で輝く自治会応援報償事業 15

ごみ減量推進課 資源物回収運動報償金 20

ごみ減量推進課 ごみのない美しい街づくり運動 11・20

土木管理課 のびのび木陰づくり事業 23

土木管理課 小公園の管理報償金 11・21

道路河川課 河川愛護作業助成金 11・24

社会教育・文化振興課 遊友ホリデークラブ事業活動奨励金 27

健康福祉政策課 避難行動要支援者名簿の提供 28

７　年間スケジュール

ハンドブック《参加》項目

年間行事予定より

全戸配布

その他申請 14-31

支払（前年度分5月まで） / 事業計画書提出（7月末まで） 報告書提出 → 審査 → 支払

支払 / 点検依頼 → 点検 → 報告書提出

報告依頼 → 報告書提出申請 → 交付決定 → 交付

学区自治会長会（月一回開催）

★

ごみ集積所立ち合い啓発

★

守山市自治会長会

地域行政懇話会

★

自主防災教室
★

自主防災教室

★

守山市消防出初式

★

守山市人権・同和教育研究大会

★

守山市湖岸清掃運動・琵琶湖湖底ゴミ除去活動

★

ごみゼロ大作戦

★

花苗配付
★

花苗配付

★

平和を誓うつどい

★

市政功労者表彰式典

★

中学生広場『私の思い2026』

★

二十歳のつどい

★

『もりやま健康だより』全戸配布

★

『ごみ資源物収集カレンダ－』全戸配布

申請 → 交付決定 → 交付

支払

計画書提出 → 実施 → 報告書提出 → 支払

計画書提出 → 交付決定 → 支払（８月下旬） → 実施 → 報告書提出

提供 提供

予算要求

申請 → 交付決定 → 実施 → 報告書提出 → 交付

申請→ 確定通知 → 配付（２月下旬～３月） → 報告書提出

計画書提出 → 実施 → 報告書提出 → 支払



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 課名 電話番号 FAX番号 業務内容

1 市民課 （582）1122
住所変更の届出、出生・死亡・婚姻などの届出、印鑑登録、戸籍謄抄本・住
民票の写し・印鑑登録証明書などの諸証明の交付、マイナンバーカードの交
付・更新

2 国保年金課 （582）1120 国民健康保険、国保年金、後期高齢者医療、福祉医療

3 会計課 （582）1150 出納、審査

4 税務課 （582）1115
市県民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税などの税に関する
事務

5 納税課 （582）1118 市税の収納事務、納税相談

6 障害福祉課 （582）1168
障害福祉推進事業、障害福祉サービス事業、特別障害者手当および特別児童
扶養手当関係

7 介護保険課 （582）1127 介護保険事業の運営、介護保険に関する相談

8 長寿政策課 （584）5474
高齢者福祉施策の推進、総合事業の推進、高齢者の生きがいづくり施策の推
進、認知症対策

地域包括支援センター （581）0330
高齢者などの暮らしに関する総合相談・訪問、介護予防支援・介護予防ケア
マネジメント、介護予防教室、権利擁護

在宅医療・介護連携サ
ポートセンター

（581）0340 在宅医療・在宅看取りの推進、退院調整の支援、在宅介護に関する相談

10 健康福祉政策課 （582）1123
地域福祉、重層的支援体制整備事業の推進、民生委員・児童委員、避難行動
要支援者名簿、生活保護

生活支援相談課 （582）1161 生活困窮相談、就労相談、ひきこもりに関する相談、市民相談

消費生活センター （582）1146 消費生活相談、多重債務相談

（583）9738

（581）0203

（582）1138

9

11

８ フロアマップ 



 

  

 
 

 
 

 

番号 課名 電話番号 FAX番号 業務内容

こども家庭相談課 （582）1137 児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭の福祉、DV相談

子育て応援室 （582）1159 家庭児童相談、児童虐待防止、こんにちは赤ちゃん訪問

21 母子保健課 （583）0898 乳幼児健康診査、妊産婦への支援

（581）0201
(健康づくり係)

健康づくりの推進、各種健（検）診、精神保健（自殺対策含む）、食育推
進、歯科保健

（598）5711
(感染症対策係)

予防接種、感染症予防

（598）1239
(地域医療政策係)

市民病院の指定管理に係る業務、地域医療施策の推進、救急医療、献血

23 教育総務課 （582）1140
教育委員会の会議および委員会事務局の人事・組織・予算などの総合管理、
学校教育施設の整備・維持管理

24 文化財保護課 （582）1156 文化財の調査・研究・保存・活用

25 社会教育・文化振興課 （582）1142
社会教育活動の支援、生涯学習まちづくりの推進、青少年の健全育成、文化
芸術の振興

26 保健給食課 （582）1143 学校体育、学校保健、学校給食

27 学校教育課 （582）1141
小中学校の運営管理と教育指導、人権・同和教育の推進、児童生徒の転出入
の手続き事務、就学援助費および育英奨学金関係

28 こども政策課 （584）5925 子育て支援施策の推進

保育幼稚園課 幼稚園の入園管理

幼保支援室
幼稚園の人材確保・育成、教育指導、幼児教育振興、公立園の管理運営、職
員管理

30 危機管理課 （582）1119 (583)5066
地域防災計画に関連する各種計画の推進、災害対策、自主防災組織および消
防関係、防犯対策、交通安全啓発

(582)1138

(582)9441

20

22 すこやか生活課

29 （582）1129
(582)1138



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

番号 課名 電話番号 FAX番号 業務内容

40 ICT政策課 （582）1124 情報システムの運用管理、市政のDXの推進

41 契約検査課 （582）1147 建設工事、委託業務、物品などの入札・契約・検査

人事課 職員の採用事務、人材育成、定員管理、給与支給事務、組織機構

コンプライアンス室 職員倫理、不当要求対策

43 施設整備課 （584）5926 市有建築物の営繕、ファシリティマネジメント

総務課
儀式・表彰関係、条例・規則・文書の管理、公有財産の管理、情報公開の対
応、公用車の運行管理、庁舎の整備・維持管理

選挙管理委員会 各種選挙の事務

45 財政課 （582）1114 予算の編成・執行管理、財政情報の公表、財政改革プログラムの進捗管理

（582）1162
(企画政策係)

長期ビジョン2035、地方創生の推進、重要施策の総合調整、行政改革の推
進、ふるさと納税の推進、空家活用支援、少子化対策（結婚新生活支援）

（582）1164
(広報係)

広報もりやまの発行、ホームページやSNS・そのほかの媒体による情報発
信、市長への手紙・どこでも市長室などを通じた広報・広聴

47 スポーツ振興課 （582）1169 スポーツの推進、スポーツイベントの開催、社会体育施設の管理運営

48 人権政策課 （582）1116
人権尊重のまちづくり（同和対策・人権教育・人権啓発・人権擁護の推
進）、男女共同参画社会づくり、平和事業の推進

49 市民協働課
（582）1148
(市民生活係)

自治会の活動支援、地区会館の管理運営、共同墓地整備の支援、公衆便所管
理、路上喫煙防止対策、住居表示整備、環境政策課・ごみ減量推進課本庁窓
口

50 秘書室 （582）1113 (582)1675 市長・副市長の秘書

51 議会事務局 （582）1151 (582)1155 議会の運営、開かれた議会の推進、議会への請願・陳情の受け付け

42 （582）1117

(582)0539

46

（582）1111

企画政策課

44



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 課名 電話番号 FAX番号 業務内容

60 道路河川課 （582）1157 道路・河川の新設改良・日常管理・維持修繕、交通安全施設の整備など

61 土木管理課 （582）1134
道路・河川の許認可、官民境界確定協議、狭あい道路の認定、公園・緑地
の管理および整備、緑化の推進、地籍調査

62 国県事業対策課 （582）1133 国道・県道の整備促進、一級河川の改修促進、そのほか国県事業の促進

63 開発調整課 （582）1163
開発計画事前審査、都市計画法に基づく開発許可・建築許可・証明書発
行、開発指導要綱に基づく同意、国土法・公拡法・駐車場法の届出受理

64 建築課 （582）1139
建築確認申請などの審査・検査、建築基準法に基づく建築指導など、市営
住宅の入居・管理、空き家に関する相談

監査委員事務局 市の事務事業の監査

公平委員会 市職員にかかる公平審査

66 施設工務課 （582）1128
給水装置工事および排水設備の確認の申請受付（審査）、上下水道施設の
更新・耐震化などの工事および維持管理、貯水槽水道および専用水道の指
導

67 経営総務課 （582）1136
水道料金と下水道使用料・受益者負担金の収納事務、上下水道事業の経営
管理

68 農業委員会事務局 （582）1152
農地法に基づく売買・転用の許可など、農業者年金、遊休農地の調査・指
導

69 農政課 （582）1130
地域農業の振興、国・県の農業施策の推進、農業生産基盤整備の推進、担
い手農家・新規就農者の育成と確保、環境こだわり農業の推進、地産地消
の推進、6次産業化の推進、水産業の推進

企業立地推進課 （582）1165 企業誘致

企業連携室 （582）1131 地方創生の推進、湖岸振興、民間企業との連携推進

71 商工観光課 （582）1131
商工業の振興、起業・創業支援、観光物産の振興、労働者の福祉と雇用対
策

72 駅前まちづくり推進課 （582）1154
駅東口・西口の一体的活性化、東口再整備、駅周辺の東西移動強化、市街
地再開発

73 都市計画・交通政策課 （582）1132
都市計画に関する企画調整、区画整理事業、景観形成の推進、地区計画に
関すること、屋外広告物の許可申請、地域公共交通施策の推進（「もー
りーカー」運行、路線バスの利用促進）、西口渉滞対策（短期）

65

(582)6947

(582)6947

（582）5780

70

（582）1153
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